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(57)【要約】
【課題】特定の進路にのみ進行可能な時間を有する交差
点にて停止支援を行う場合において、停止支援による煩
わしさを低減すると共に、車両を停止線で確実に停止可
能とする。
【解決手段】運転支援装置１は、警報装置４、ブレーキ
アシスト装置５及びＥＣＵ６を備えている。この運転支
援装置１では、信号機に矢灯器が設けられている交差点
で警報出力を行う場合、右折行動待機位置に停止可能な
第１警報タイミングを警報条件として設定する。つまり
、警報出力の開始タイミングを、停止線に停止可能な第
２警報タイミングよりも遅らせている。よって、矢灯器
方路に進行する自車両１０においては停止支援による煩
わしさが低減される。加えて、ブレーキアシスト装置５
を備えていることから、停止線で停止する自車両１０は
、ＢＡによって停止線で確実に停止可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交差点に進入する車両に対し停止支援を行う運転支援装置であって、
　ブレーキ操作量に応じてブレーキ力をアシストするブレーキアシスト機能を作動させる
ためのブレーキアシスト手段と、
　前記停止支援を実行する支援実行手段と、を備え、
　前記支援実行手段は、特定の進路にのみ進行可能な時間を有する交差点に前記車両が進
入する場合、実行する停止支援の開始タイミングを、当該交差点の停止線で前記車両を停
止させる停止支援の開始タイミングよりも遅らせることを特徴とする運転支援装置。
【請求項２】
　前記支援実行手段は、右方路又は左方路にのみ進行可能な時間を有する交差点に前記車
両が進入する場合、当該交差点の右折行動待機位置又は左折行動待機位置で前記車両を停
止させる停止支援を実行することを特徴とする請求項１記載の運転支援装置。
【請求項３】
　前記支援実行手段は、前記車両の速度が、前記停止線で停止するように前記ブレーキア
シスト機能を作動させたときの停止特性に基づいて設定された下限速度以上の場合に、停
止支援を実行することを特徴とする請求項１又は２記載の運転支援装置。
 
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、自動車等の車両の運転を支援するための運転支援装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の運転支援装置としては、交差点に進入する車両に対し停止支援を行うものが知ら
れている（例えば、特許文献１参照）。このような運転支援装置では、車両が交差点に進
入するときに当該交差点の信号機が赤信号であると予測されると、例えば信号機の点灯状
況の情報提供、又は停止線で停止させる自動制動等の停止支援が行われる。これにより、
車両を停止線で確実に停止させることが図られている。
【特許文献１】特開２００２－３７３３９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、上述したような運転支援装置では、特定の進路にのみ進行可能な時間を
有する交差点（例えば、信号機に矢灯器が設けられている交差点）で停止支援を行う際、
次の問題がある。すなわち、信号機が赤信号で矢灯器が点灯している場合においては、車
両の進行方向によって赤信号（停止）と青信号（進行）とが混在することになる。しかし
、交差点における車両の進路を特定するのは困難であることから、矢灯器方路に進行する
車両に対しても、停止線で停止するよう停止支援が行われてしまう。よって、かかる停止
支援は、矢灯器方路に進行する車両にとっては誤支援となり煩わしいものとなるという問
題がある。
【０００４】
　ここで、停止支援による煩わしさを低減するため、停止支援の開始タイミングを遅らす
ことも考えられる。しかし、この場合には、停止支援の開始タイミングが遅れることから
、停止線で停止する車両が確実に停止できないおそれがある。
【０００５】
　そこで、本発明は、特定の進路にのみ進行可能な時間を有する交差点にて停止支援を行
う場合において、停止支援による煩わしさを低減すると共に、車両を停止線で確実に停止
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させることが可能な運転支援装置を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明に係る運転支援装置は、交差点に進入する車両に対
し停止支援を行う運転支援装置であって、ブレーキ操作量に応じてブレーキ力をアシスト
するブレーキアシスト機能を作動させるためのブレーキアシスト手段と、停止支援を実行
する支援実行手段と、を備え、支援実行手段は、特定の進路にのみ進行可能な時間を有す
る交差点に車両が進入する場合、停止支援の開始タイミングを、当該交差点の停止線で車
両を停止させる停止支援の開始タイミングよりも遅らせることを特徴とする。
【０００７】
　この運転支援装置では、例えば、信号機に矢灯器が設けられている交差点で停止支援を
行う場合、停止支援の開始タイミングを遅らせるため、矢灯器方路に進行する車両におい
ては停止支援による煩わしさが低減されることとなる。このとき、ブレーキアシスト機能
を作動させるためのブレーキアシスト手段を備えているため、停止線で停止する車両にあ
っては、停止支援の開始タイミングを遅らせても停止線で確実に停止することが可能とな
る。従って、本発明によれば、停止支援による煩わしさを低減できると共に、車両を停止
線で確実に停止させることが可能となる。
【０００８】
 
　ここで、支援実行手段は、具体的には、右方路又は左方路にのみ進行可能な時間を有す
る交差点に車両が進入する場合、当該交差点の右折行動待機位置又は左折行動待機位置で
車両を停止させる停止支援を実行する場合がある。
【０００９】
　また、支援実行手段は、車両の速度が、停止線で停止するようにブレーキアシスト機能
を作動させたときの停止特性に基づいて設定された下限速度以上の場合に、停止支援を実
行することが好ましい。この場合、停止線で停止する車両は、ブレーキアシスト機能によ
って停止線で一層確実に停止される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、特定の進路にのみ可能な時間を有する交差点にて停止支援を行う場合
において、停止支援による煩わしさを低減すると共に、車両を停止線で確実に停止させる
ことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、
図面において、同一又は相当要素には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
【００１２】
　図１は、本発明の一実施形態に係る運転支援装置を示す概略構成図である。図１に示す
ように、本実施形態の運転支援装置１は、交差点に進入する自車両（車両）１０に対し停
止支援を行うものである。この運転支援装置１は、自車両１０に搭載されており、インフ
ラ情報取得装置２、車両情報取得装置３、警報装置４、ブレーキアシスト装置５及びＥＣ
Ｕ６を備えている。
【００１３】
　インフラ情報取得装置２は、インフラ情報を受信し取得するためのものであり、例えば
、光ビーコンやナビゲーションシステムが用いられている。ここでのインフラ情報取得装
置２は、例えば、信号機の種類、矢灯器を含めた信号サイクル、車線数、右左折専用レー
ンの有無、停止線までの距離、停止線と交差点中央との間の距離及び自車両１０が走行し
ている車線位置等をインフラ情報として取得する。
【００１４】
　車両情報取得装置３は、車両情報を所得するためのものである。ここでの車両情報取得
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装置３は、例えば、車速、ブレーキ操作量（踏力）、ハンドルの操舵角及びウィンカの作
動状態等を車両情報として取得する。
【００１５】
　警報装置４は、停止支援のための警報をドライバに対して出力するものである。なお、
警報装置４に代えて又は加えて、交差点の信号機の点灯状況等の情報をドライバに対し提
供する情報提供装置、及び停止支援のための注意喚起をドライバに対し行う注意喚起装置
を用いてもよい。
【００１６】
　ブレーキアシスト装置５は、ブレーキ操作量に応じてブレーキ力をアシストするブレー
キアシスト機能（Brake Assist：以下、単に「ＢＡ」という）を発揮させるためのもので
ある。このブレーキアシスト装置５によれば、例えば緊急ブレーキ操作が実行された際、
通常時に比して大きなブレーキ力（制動力）を発生させることができる。
【００１７】
　ＥＣＵ６は、例えばＣＰＵ、ＲＯＭ、及びＲＡＭ等から構成されている。ＥＣＵ６は、
情報取得装置２，３から入力された各情報に基づいて警報装置４を作動させる。具体的に
は、自車両１０位置を演算して道路線形上に照らし合わせることで、交差点の信号機との
位置関係（例えば、残距離等）を認識する。そして、赤信号で自車両１０が交差点に差し
掛かると判断した場合、ドライバに警報出力を行う（詳しくは後述）。また、ＥＣＵ６は
、車両情報取得装置３から入力されたブレーキ操作量に基づいてブレーキアシスト装置５
を作動させ、ＢＡを発生させる。
【００１８】
　次に、説明した運転支援装置１の処理について、図２に示すフローチャートを参照しつ
つ説明する。なお、以下の説明においては、図３に示すように、信号機１１に右折の矢灯
器１２が設けられている交差点（特定の進路にのみ進行可能な時間を有する交差点）１３
で警報出力を停止支援として行う場合を例示して説明する。
【００１９】
　まず、情報取得装置２，３によってインフラ情報及び車両情報を取得する（Ｓ１）。続
いて、取得したインフラ情報及び車両情報に基づいて、ＥＣＵ６にて次の処理を実行する
。
【００２０】
　すなわち、信号機１１の種類に基づいて信号機１１に矢灯器１２が設けられているか否
かを判定する（Ｓ２）。信号機１１に矢灯器１２が設けられていると判定された場合、自
車両１０が交差点１３に進入する際の信号機１１の点灯状態を判定する（Ｓ３→Ｓ４）。
そして、自車両１０が交差点１３に進入する際、矢灯器１２が点灯中か否か、及び矢灯器
１２の方路を判定する（Ｓ４）。
【００２１】
　図４は、インフラ情報取得装置で取得された信号サイクルを示す概略図である。図中に
おいて左から右に向かう方向が時間ｔの進む方向であり、青、黄１、赤１、矢印、黄２及
び赤２が信号機１１の点灯状態を示している。ここでは、矢灯器１２が点灯中か否かの判
定は、自車両１０が交差点１３に進入する際に信号機の点灯状態が範囲Ａ（矢印及び黄２
）にあるか否かで行われている。
【００２２】
　ここで、自車両１０が矢灯器１２点灯中に交差点１３に進入すると判定された場合、交
差点１３において右折の際に待機する位置である右折行動待機位置１４に停止可能な第１
警報タイミングを、警報条件として設定する（Ｓ５→Ｓ６）。ここでは、右折行動待機位
置は、交差点中央としている。
【００２３】
　一方、自車両１０が矢灯器１２点灯中に交差点１３に進入しないと判定され、且つ、信
号機１１の点灯状態が赤信号と判定された場合、停止線１５に停止可能な第２警報タイミ
ングを、警報条件として設定する（Ｓ７→Ｓ８）。そして、自車両１０の車両状態が、設
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定された警報条件に該当したとき、警報出力が実行されることとなる。
【００２４】
　図５は、警報タイミングの一例を示す線図である。図中において、横軸が自車両１０か
らの交差点１３の停止線１５までの距離Ｌを示し、縦軸が自車両１０の車速Ｖを示す。図
５に示すように、第１警報タイミングは、右折行動待機位置１４にて車速０となる限界停
止曲線Ｌ１であり、例えば、下式（１）示す数式で表される。第２警報タイミングは、停
止線１５にて車速０となる限界停止曲線Ｌ２であり、例えば、下式（２）示す数式で表さ
れる。
　　　　　　　　　　　　　Ｌ１＝Ｖ２／２Ｇ－Ｌａ　…（１）
　　　　　　　　　　　　　Ｌ２＝Ｖ２／２Ｇ　　　　…（２）
　　但し、Ｇ：限界減速加速度
　　　　　Ｌａ：停止線１５から右折行動待機位置１４までの距離
【００２５】
　続いて、自車両１０が矢灯器１２点灯中に交差点１３に進入すると判定された場合、自
車両１０の進行方向を判定する（Ｓ９）。自車両１０が矢灯器１２方路へ進行すると判定
された場合、警報条件をクリアする（Ｓ１０→Ｓ１１）。なお、自車両１０の進行方向の
判定は、例えば、ウィンカ点灯の有無、操舵角の変化の有無、及びルート案内の内容等に
基づいて行われる。
【００２６】
　そして、交差点１３を通過したか否かが判定され（Ｓ１２）、交差点１３を通過したと
判定された場合には、処理を終了する。一方、交差点１３を通過したと判定されない場合
には、上記Ｓ３に戻り、その後、処理が繰り返される。
【００２７】
　ここで、運転支援装置１は、上述したようにブレーキアシスト装置５を備えている。よ
って、右折行動待機位置１４に停止可能な第１警報タイミングが警報条件として設定され
ても（上記Ｓ６）、ドライバがブレーキを踏むとＢＡが発揮されて自車両１０が停止線１
５で確実に停止されることとなる。
【００２８】
　また、運転支援装置１では、図５に示すように、自車両１０の速度Ｖ及び距離Ｌが動作
領域Ｒにあるときに、警報出力が行われる。この動作領域Ｒは、ＢＡによって停止線１５
で停止可能な運転支援装置１の保障領域である。具体的には、動作領域Ｒは、下式（３）
，（４）に表されるように、限界停止曲線Ｌ１と、ＢＡによって停止線１５で停止する限
界停止曲線（停止特性）Ｌｂａとの交点によって設定された下限速度Ｖｘ以上の領域であ
る。従って、上記Ｓ１にて取得された車速が下限速度Ｖｘよりも小さい場合、処理がその
まま終了されることになる。
　　　　　　　　　　　Ｌｂａ＝Ｖ２／２（Ｇ＋Ｇｂａ）　…（３）
　　　　　　上記式（２），（３）より、
　　　　　　　　　　　Ｖｘ＝√｛２Ｌａ（Ｇ＋Ｇｂａ）Ｇ／Ｇｂａ｝　…（４）
　　但し、Ｇｂａ：ＢＡ量（ＢＡによりアシストされるブレーキ力）
【００２９】
　以上において、ブレーキアシスト装置５及びブレーキアシスト装置５を作動させるＥＣ
Ｕ６がブレーキアシスト手段を構成し、警報装置４及び警報装置４を作動させるＥＣＵ６
が支援実行手段を構成する。
【００３０】
　以上、運転支援装置１では、信号機１１に矢灯器１２が設けられている交差点１３で警
報出力を行う場合、右折行動待機位置１４に停止可能な第１警報タイミングを警報条件と
して設定する（Ｓ６）。つまり、警報出力の開始タイミングを、停止線１５に停止可能な
第２警報タイミングよりも遅らせている。よって、矢灯器１２方路に進行する自車両１０
においては停止支援による煩わしさが低減されることとなる。
【００３１】
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　このとき、上述したように、ブレーキアシスト装置５を備えているため、警報出力の開
始タイミングを遅らせても、停止線１５で停止する自車両１０は停止線１５で確実に停止
することが可能となる。従って、本実施形態によれば、警報出力の煩わしさを低減できる
と共に、自車両１０を停止線１５で確実に停止させることが可能となる。
【００３２】
　なお、従来の運転支援装置では、安全を考慮するため、警報出力の開始タイミングが早
く設定されていることから、多くのドライバが警報出力に対し煩わしさを感じているとい
う実情がある。従って、本実施形態の上記効果、すなわち警報出力の煩わしさを低減でき
るという効果は、顕著である。
【００３３】
　また、ドライバの右折準備行動（周囲確認やウィンカー等）は各ドライバでバラツキが
ある。また、右折専用車線が無い交差点においては、右折の直前まで進行方向を判断し難
い。よって、交差点１３において自車両１０の進路方向を特定するのが、通常困難とされ
ている。この点において、本実施形態では、上述したように、矢灯器１２方路に進行する
自車両１０に対しては停止支援による煩わしさが低減されると共に、停止線１５で停止す
る自車両１０に対しては停止線１５で確実に停止可能とされるため、本実施形態は、特に
有効なものといえる。
【００３４】
　また、運転支援装置１では、上述したように、下限速度Ｖｘ以上の動作領域Ｒに自車両
１０の速度がある場合に、警報出力を実行している。これにより、下限速度Ｖｘ以上の速
度では、ＢＡを作動させることで、自車両１０を停止線１５で一層確実に停止させること
が可能である。また、このように、動作条件に下限速度Ｖｘを設定することにより、赤信
号に気付いているのにも関わらず、減速行動時の車速の微妙な振れのために警報出力が行
われてしまうという煩わしさをも軽減することができる。
【００３５】
　また、上述したように、下限速度Ｖｘは、ＢＡ特性に基づいて設定されている。よって
、ＢＡ量を調整することで、運転支援装置１の動作領域Ｒを所望に設定可能となる。つま
り、下限速度Ｖｘを下げたい場合には、ＢＡ量を増やし、ＢＡ量を減らしたい場合には、
下限速度Ｖｘをあげることで可能となる。例えば、Ｌａ＝１０．５［ｍ］、Ｇ＝０．２［
ｇ］とし、下限速度をＶｘ＝２０［ｋｍ／ｈ］と設定したい場合には、上記式（４）より
、Ｇｂａ＝０．０３［ｇ］となる。なお、かかる設定の際、ＢＡによって停止線１５で必
ず停止すべく、図５に示す動作領域では、限界停止曲線Ｌｂａが一番上にくるように設定
する必要がある。
【００３６】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態に限定され
るものではない。例えば、上記実施形態では、右方路の矢灯器１２が設置された交差点に
進入する車両に対し停止支援を行ったが、左方路、直進方路の矢灯器が設置された交差点
に進入する車両に停止支援を行ってもよい。なお、左方路の矢灯器が設置された交差点で
は、左折行動待機位置（例えば、交差点中央と停止線との間の位置）で車両を停止させる
停止支援が実行される。
【００３７】
　また、第１及び第２警報タイミングは、ドライバの停止可能な限界減速加速度Ｇを学習
させ、この学習した限界減速加速度Ｇに基づいて設定してもよい。この場合、例えば、強
い減速加速度を出すことができないドライバに対しては、かかる学習により警報タイミン
グが早められる。これにより、安全且つ違和感の無い警報タイミングを設定することが可
能となる。
【００３８】
　なお、常にＢＡが有効に機能する状態であれば、上記Ｓ３～５，Ｓ７，８を含まず、第
１警報タイミングを警報条件として常に設定してもよい。
【図面の簡単な説明】
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【００３９】
【図１】本発明の一実施形態に係る運転支援装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】図１の走行支援装置の動作フローを示すフローチャートである。
【図３】交差点周辺の道路構造を示す平面図である。
【図４】インフラ情報取得装置で取得された信号サイクルを示す概略図である。
【図５】警報タイミングの一例を示す線図である。
【符号の説明】
【００４０】
　１…運転支援装置、４…警報装置（支援実行手段）、５…ブレーキアシスト装置（ブレ
ーキアシスト手段）、６…ＥＣＵ（ブレーキアシスト手段，支援実行手段）、１０…自車
両（車両）、１３…交差点、１４…右折行動待機位置、Ｖｘ…下限速度。
 
 

【図１】 【図２】
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【図５】
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